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障
が
い
者
手
当

　
年
４
回
（
２
月
、
５
月
、
８
月
、
１１
月
）

月
額
２
万
６
９
４
０
円
を
支
給
し
ま
す

（
所
得
制
限
あ
り
）。

覆
２０
歳
以
上
で
身
体
ま
た
は
精
神
の
重
度

の
障
が
い
に
よ
り
、
日
常
生
活
で
常
時
特

別
の
介
護
を
要
す
る
状
態
の
方

※
施
設
に
入
所
中
の
方
お
よ
び
継
続
し
て

３
カ
月
を
超
え
て
病
院
な
ど
に
入
院
中
の

方
は
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き
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す
。

障
が
い
児
福
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当

　
年
４
回
（
２
月
、
５
月
、
８
月
、
１１
月
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月
額
１
万
４
６
５
０
円
を
支
給
し
ま
す

（
所
得
制
限
あ
り
）。
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っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
み
な
さ
ん
の
爆ば

く

弾だ
ん

」朝あ
さ

比ひ

奈な

あ
す
か　
著

「
法ほ

う

廷て
い

弁べ
ん

論ろ
ん

」

加か

茂も

隆た
か

康や
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著

「
さ
ざ
な
み
の
よ
る
」

木き

皿ざ
ら

泉い
ず
み　
著

「
三さ

ん

千ぜ
ん

円え
ん

の
使つ

か

い
か
た
」

原は
ら
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ひ
香か　
著
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廃は

い

園え
ん

日び
よ
り和
」

行ゆ
き

成な
り

薫か
お
る　
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「
１００
歳さ

い

の
１００
の
知ち

恵え

」
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し

沢ざ
わ
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子こ　
著

■
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「
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ろ
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」
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ろ
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み
ち
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ぺ
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っ
て
み
た
か
っ
て
ん
」

は
っ
と
り
ひ
ろ
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作

「
よ
く
わ
か
る
銀ぎ

ん

行こ
う

」
戸と
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い
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監
修

「
マ
ネ
キ
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さ
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き
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「
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く
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」
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ま
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子こ　
絵

■
７
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
８
日
㈰
・
１５
日
㈰
・
２９
日

㈰　
午
前
１１
時
～
▼
一
般
向
け
＝
１
日
㈰

・
１６
日
㈷　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
８
日
㈰
・
２２
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
７
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館

２
日
㈪
・
９
日
㈪
・
１７
日
㈫
・
２３
日
㈪
・

３０
日
㈪

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
・
１６
日
㈷

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

　先日、私の母が８０歳で他界しました。母の遺産は預金９００
万円です。法定相続人は、私と弟の２人です。葬儀は私が

喪主として行い、葬儀の関係で２００万円を私が支払いました。私が
遺産から上記の２００万円を引いた残りの７００万円を半分にして３５０万
円ずつ分けようとしましたが、弟は葬儀とお墓の関係の費用を差し
引くことを認めず、遺産の半分の４５０万円を支払うよう主張してい
ます。弟の主張は不当ではないでしょうか。

　遺産分割の際に、葬儀費用を控除できるかが問題となる
ことがあります。おそらく、多くの方の感覚では、事例の

弟の主張を不当と感じるのではないでしょうか。
　しかし、争いになった場合、法律上は弟の主張が必ずしも不当と
はいえない現実があります。裁判例の中には、弟の主張を認める、
つまり遺産から葬儀費用を差し引くことを認めないものが存在しま
す。例えば、平成２７年の東京地方裁判所のある判決は、「葬儀の主
催者である喪主が、葬儀の規模をどの程度にし、どれだけの費用を
かけるかについて、最終的にその責任において決定し、葬儀を実施
するもの」だから、「喪主が葬儀費用を負担する」と述べて、遺産
から葬儀費用を差し引くことを認めませんでした。その背景には、
例えば上記設例で、喪主の兄が豪華な葬儀を施し、葬儀費用に８００
万円もかけた場合、これを遺産から差し引くことを認めると、弟は
５０万円しか遺産を受け取れなくなって結論が不当という考え方があ
るのではないかと思われます。
　多くの場合、葬儀費用などを遺産から差し引くことについて親族
間にトラブルはないと思いますが、トラブルが訴訟に持ち込まれる
と設例の弟の主張が通る可能性があります。トラブルを避けるため
の一つの方策としては、相続人間で葬儀費用の負担方法について合
意を得ておくことが考えられます。
　この問題は法律的には難しいことも多いので、心配なことがある
場合には早めに専門家に相談をした方が良いでしょう。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　廣部（弁護士）

事例

回答

三
郷
市

朗
読
・
朗
読
体
験
講
座
（
大
人
の
た
め
の

お
話
会
）

腹
６
月
２３
日
㈯　
午
後
２
時
～
３
時
３０
分

複
北
部
図
書
館

覆
１６
歳
以
上
の
方

淵
司
書
に
よ
る
古
典
朗
読
、
体
験
会

沸
無
料

物
北
部
図
書
館
☎
９５８
・
８
９
０
０

越
谷
市

市
制
６０
周
年
記
念
「
七
夕
フ
ェ
ス
タ
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
」

腹
６
月
３０
日
㈯　
午
前
１０
時
３０
分
～
午
後

３
時

複
北
越
谷
駅
西
口
さ
く
ら
広
場
（
午
後
１

時
３０
分
ま
で
）、
越
谷
市
男
女
共
同
参
画

支
援
セ
ン
タ
ー
「
ほ
っ
と
越
谷
」（
雨
天

の
場
合
は
「
ほ
っ
と
越
谷
」
の
み
）

淵
和
太
鼓
な
ど
の
ス
テ
ー
ジ
発
表
、
地
場

野
菜
や
手
作
り
品
の
販
売
、
子
ど
も
の
あ

そ
び
、
パ
ネ
ル
展
示
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

な
ど

物
越
谷
市
男
女
共
同
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー

「
ほ
っ
と
越
谷
」
☎
９７０
・
７
４
１
１

吉
川
市

よ
し
か
わ
マ
ル
シ
ェ
・
朝
顔
市

腹
６
月
２４
日
㈰　
午
前
９
時
３０
分
～
午
後

１
時

複
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

淵
採
れ
た
て
野
菜
や
特
産
品
や
市
内
商
店

の
逸
品
、
朝
顔
な
ど
の
販
売

物
よ
し
か
わ
マ
ル
シ
ェ
実
行
委
員
会
事
務

局
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９８２
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６
９
７

松
伏
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エ
ロ
ー
ラ
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ゴ
ー
シ
ュ
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ｏ
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．
１５　

渡わ
た

部な
べ

宏こ
う　
チ
ェ
ロ
・
リ
サ
イ
タ
ル

腹
７
月
８
日
㈰　
午
後
２
時
～
（
午
後
１

時
３０
分
開
場
）

複
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ

淵
ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
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弦
楽
四
重
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ア
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カ
〉」、荒あ

ら

木き

と
よ
ひ
さ
「
四
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の
歌
」、

宮み
や

沢ざ
わ

賢け
ん

治じ

「
星
め
ぐ
り
の
歌
」、
シ
ュ
ー

マ
ン「
ト
ロ
イ
メ
ラ
イ
／
夢
」ほ
か

出
演　
渡
部
宏
さ
ん（
チ
ェ
ロ
）、
ウ
イ
ン

ド
ミ
ル
弦
楽
四
重
奏
団
、
小お

野の

哲て
つ

也や

さ
ん

（
ピ
ア
ノ
）、芹せ

り

洋よ
う

子こ

さ
ん
（
ヴ
ォ
ー
カ
ル
）

沸
（
全
席
指
定
）
大
人
３
０
０
０
円
、
高

校
生
以
下
２
０
０
０
円
※
未
就
学
児
の
入

場
不
可

物
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
☎
９９２
・
１
０

０
１

草
加
市

草
加
朝
顔
市

腹
７
月
１
日
㈰　
午
前
７
時
～

複
草
加
松
原
遊
歩
道

淵
市
内
の
園
芸
農
家
に
よ
り
育
て
ら
れ
た

朝
顔
の
販
売

物
草
加
市
観
光
協
会
事
務
局
（
文
化
観
光

課
内
）
☎
９２２
・
２
４
０
３

物国保年金課☎焚８２５

　
市
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
方
を
対
象
に

障
が
い
者
手
帳
の
等
級
な
ど
に
よ
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
経
済
的
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
支
援
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。

重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
助
成

　
医
療
機
関
や
薬
局
で
支
払
っ
た
医
療
保

険
適
用
内
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。

覆
市
内
に
居
住
す
る
障
が
い
者
（
児
）
の

方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
、
療
育
手

帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
１
級
の
方

▼
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
の
一
部
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
、
２
級
で
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
障
が
い
認
定
を
受
け

覆
２０
歳
未
満
で
日
常
生
活
で
特
に
制
限
の

あ
る
方
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
お
よ
び

２
級
の
一
部
、
療
育
手
帳
Ⓐ
、
常
時
介
護

を
要
す
る
精
神
障
が
い
者
な
ど
）

※
施
設
に
入
所
中
の
方
お
よ
び
障
が
い
を

支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
は
除
き
ま
す
。

在
宅
重
度
心
身
障
が
い
者
手
当

　
年
２
回
（
９
月
、
３
月
）
月
額
５
０
０

０
円
を
支
給
し
ま
す
（
障
が
い
者
手
帳
の

新
規
取
得
ま
た
は
等
級
変
更
の
年
齢
が
６５

歳
以
上
の
方
は
、
月
額
２
５
０
０
円
を
支

給
し
ま
す
）。

覆
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
療
育
手

帳
Ⓐ
・
Ａ
お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
１
級
の
方
で
、
特
別
障
が
い
者
手
当
、

障
が
い
児
福
祉
手
当
な
ど
を
受
け
て
い
な

い
方

※
施
設
に
入
所
中
の
方
は
除
き
ま
す
。
ま

た
、
手
当
の
対
象
者
が
住
民
税
を
課
税
さ

れ
て
い
る
場
合
は
支
給
を
停
止
し
ま
す
。

物
障
が
い
福
祉
課
☎
焚
４
５
３

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
経
済
的
支
援

葬儀費用をめぐるトラブル

　前年度の特定健診の結果やレセプトデータに基づいて、糖尿病が
疑われる方へ、通院状況などにあわせて通知を発送します。

　糖尿病は、放置しておくと重大な合併症につ
ながる場合があります！
　通知が届いた方は、医療機関への受診や、保
健指導の利用をご検討ください！

医療機関を未受診、受診中断者 受診勧奨案内

糖尿病の通院者 保健指導案内

　7月2日は、市県民税・
国民健康保険税・介護保険
料の各第１期の納期限で
す。
　安全・確実・便利な口座振
替で納付をお願いします。

やしお840
メール配信中

物秘書広報課☎焚４２３

QRコード
空メール画面に
なるので何か
一文字入れて
送信してください。
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